
【要 旨】

本件は，著作権法上の法人著作の成立要件で

ある法人等の業務従事者の範囲について争われ

たものである。本判決においては，原審が，作

業内容や方法等について雇用者が指揮監督して

いたかどうかを確定することなく，雇用契約書

の存否や雇用保険料，所得税の控除の有無等の

形式的事由により法人著作の成立を否定したこ

とは，著作権法第15条第１項の解釈適用を誤っ

た違法があるとして，原審判決を破棄し，差戻

した。

参照条文>著作権法第15条

【事 実】

Ｘ（原告・控訴人・被上告人）は，中国（香

港）国籍を有するデザイナーであり，アニメー

ション等の企画，撮影等を業とするＹ（株式会

社エーシーシープロダクション製作スタジオ：

被告・被控訴人・上告人）の下において，デザ

イン画の作成等の業務に従事していた。Ｘは，

①平成５年７月15日に来日して平成５年10月１

日に出国した後，②平成５年10月31日に再度来

日して平成６年１月29日に出国し，③更に，平

成６年５月15日に来日し，それ以降我が国に滞

在した。この１回目及び２回目の来日はいわゆ

る観光ビザにより，３回目の来日はいわゆる就

労ビザによるものであった。

Ｘは，平成５年７月頃から平成６年11月頃ま

での間に，Ｙのために，本件図画１～23を作成

した（なお，本件図画18は，控訴審において撤

回されている）。これらの本件図画は，アニメー

ション「アール・ジー・ビー・アドベンチャー」

（「RGB」）に用いられた。Ｘの氏名は同作品に

おいて，本件図画の著作者として表示されてい

なかった。本件は，Ｘが，本件図画についての

著作権及び著作者人格権に基づいて，Ｙに対し，

本件アニメーション作品の頒布等の差止め及び

損害賠償を求めた訴訟である。

第一審の東京地裁平成11年７月12日判決では，

「ＹからＸに対しては，Ｘがデザインを作成し

た出来高と関係なく，給与等の名目で毎月定額

が支払われており，給与支払明細書が同時に交

付され，また，その後，雇用保険料及び所得税

の源泉徴収がされて」おり，「Ｘが支給を受けた
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金員の性質について，請負等の業務に対する対

価と解する余地は全くないこと」，「作業の状況

をみると，就業に必要な作業場所，道具につい

てはすべてＹが用意していること，Ｙは，Ｘに

対し，デザイン作成について，個別的具体的な

指示をし，その指示に従って，Ｘが作業をして

いること等の事情を総合的に考慮すると，Ｘと

Ｙとの間に締結された契約は，雇用契約である

と解するのが相当である」として，原告請求を

棄却した。

これに対して，控訴審の東京高裁平成12年11

月９日判決 では，Ｘの第１回目及び第２回目の

来日期間中である平成５年８月分ないし平成６

年２月分として支払われた給与については「健

康保険料や雇用保険料，所得税等の控除はなく

(…Ｘが雇用保険被保険者資格を取得したのは，

第３回目の来日期間中の平成７年４月１日であ

ったことが認められる。），Ｘが右額の支払を受

け，その支払名目が給料とされていたことをも

ってしても，ＸがＹとの間で雇用契約を締結し

たことを認めることはできない」。したがって，

「第１回目の来日期間中に作成，創作された本

件図画１ないし５及び19ないし23，第２回目の

来日期間中に作成，創作された本件図画６及び

９並びにその後の香港滞在中に作成，創作され

た本件図画８については，雇用契約に基づき職

務上作成されたものであるとするＹの主張は認

めることができず，著作権法15条１項の規定に

基づきＹが著作者であると認めることはできな

いし，また後にＹがその著作権の譲渡を受けた

ことの主張，立証もない」。「しかし，第３回目

の来日期間中に作成，創作された本件図画７及

び10ないし17は，ＹとＸとの間の雇用契約が成

立した後に作成，創作されたものであり，著作

権法15条１項の規定に基づき，Ｙが著作者であ

ると認めることができる」と判示され，第一審

判決が変更され，原告請求が一部認容された。

【判 旨】

⑴ 著作権法15条１項「の規定により法人等

が著作者とされるためには，著作物を作成した

者が『法人等の業務に従事する者』であること

を要する。そして，法人等と雇用関係にある者

がこれに当たることは明らかであるが，雇用関

係の存否が争われた場合には，同項の『法人等

の業務に従事する者』に当たるか否かは，法人

等と著作物を作成した者との関係を実質的にみ

たときに，法人等の指揮監督下において労務を

提供するという実態にあり，法人等がその者に

対して支払う金銭が労務提供の対価であると評

価できるかどうかを，業務態様，指揮監督の有

無，対価の額及び支払方法等に関する具体的事

情を総合的に考慮して，判断すべきものと解す

るのが相当である」。

⑵ 「これを本件についてみると…Ｘは，１回

目の来日の直後から，Ｙの従業員宅に居住し，

Ｙのオフィスで作業を行い，Ｙから毎月基本給

名目で一定額の金銭の支払を受け，給料支払明

細書も受領していたのであり，しかも，Ｘは，

Ｙの企画したアニメーション作品等に使用する

ものとして本件図画を作成したのである。これ

らの事実は，ＸがＹの指揮監督下で労務を提供

し，その対価として金銭の支払を受けていたこ

とをうかがわせるものとみるべきである」。「と

ころが，原審は，Ｘの在留資格の種別，雇用契

約書の存否，雇用保険料，所得税等の控除の有

無等といった形式的な事由を主たる根拠として，

上記の具体的事情を考慮することなく，また，

ＸがＹのオフィスでした作業について，Ｙがそ

の作業内容，方法等について指揮監督をしてい

たかどうかを確定することなく，直ちに３回目

の来日前における雇用関係の存在を否定したの

である」。「原判決には，著作権法15条１項にい

う『法人等の業務に従事する者』の解釈適用を

誤った違法があるといわざるを得ず，論旨は理
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由がある」。「以上によれば，原審の判断には，

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反

があり，原判決中Ｙ敗訴部分は破棄を免れない。

そして，前記の点につき更に審理を尽くさせる

ため，上記部分につき本件を原審に差し戻すこ

ととする」。

【研 究】

. 著作権法第15条の法人著作が成立するため

には，法人等の業務に従事する者が職務上作成

することが要件となっており，この「業務に従

事する者」とは，典型的には，法人等と当該創

作従事者が雇用契約を締結している場合である

が，雇用契約が存しない場合には，いかなる場

合においても法人著作が成立しないのか否か，

成立するとすればその要件をどのように解する

かということが論点となる。

原審の控訴審判決がＸの在留資格の種別，雇

用契約書の存否，雇用保険料，所得税等の控除

の有無等といった形式的な事由を主たる根拠と

して法人著作を否定したのに対して，本判決で

は，法人等と著作物を作成した者との関係を実

質的にみて，法人等の指揮監督下において労務

を提供していたか否か，法人等がその者に対し

て支払う金銭が労務提供の対価であると評価で

きるか否かについて，具体的事情を総合的に考

慮して判断すべき旨判示されており，法解釈の

在り方として妥当なものである。

従来の下級審の裁判例においても，著作権法

第15条の業務従事者について，法人等と雇用関

係にある者のほか，著作物の作成に対する指揮

命令関係があり，法人等に当該著作権全体を原

始的に帰属させることを当然の前提にしている

関係にあると認められる場合をも含むものと解

しているものがあり ，本判決は最高裁におい

て，第15条の解釈の在り方が改めて示されたも

のとして意義がある。

. 学説の状況としては，限定的に解するもの

として，斉藤 博「著作権法」（有斐閣，2000年

３月）では「『業務に従事する者』を雇用関係の

外にある者にまで広げることは妥当でない。『著

作者』の地位を取得できる『使用者』は，雇用

関係から生ずる社会保険や安全配慮義務など，

労務についても全面的な責任を負う者でなけれ

ばならない」と述べられている（118頁）。

これに対して，拙著「詳解著作権法第２版」

（ぎょうせい，2002年４月）では「委託者が雇

用者と同様に相当程度に具体的な指揮命令を行

っている場合には，より弾力的な解釈の可能性

がある」（190頁）としているほか，半田正夫「著

作権法概説 第11版」（法学書院，2003年８月）

では雇用関係に「限られるものではなく，使用

者の指揮監督下に服するのであれば，それは委

任契約や組合契約に基づく場合であってもこれ

に含めて差し支えない。」（64～65頁）と述べら

れ，田村善之「著作権法概説 第２版」（有斐閣，

2002年11月）では「雇用契約か否かということ

が問題なのではないから…形式上，委任や請負

という形を採っていたとしても，実態において，

法人等の内部において従業者として従事してい

る者と認められる場合は別論である」（381頁）

と述べられている。

. 著作権法第15条では，法人等（法人その他

使用者）が著作者となる要件として，法人等の

発意に基づくものであること，法人等の業務に

従事する者が職務上作成するものであること，

法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの

であること（プログラムの著作物の場合はこの

要件は不要），作成の時における契約，勤務規則

その他に別段の定めがないことの各要件を充足

すべきことが規定されている。経済的な権利の

帰属主体として，また，著作者人格権の帰属主

体として，いずれの者が著作者となるべきもの

かという観点から，これらの各要件の充足性を
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認定していくことが肝要である。形式的に雇用

関係の存在や上記学説にみられる労務について

の全面的な責任などを必須の前提とすることは，

解釈の合理性を損なうものである。

本判決の差戻後の控訴審判決（控訴棄却) に

おいては，「Ｘは，１回目の来日の直後から，Ｙ

の従業員宅に居住し，Ｙオフィスで作業を行い，

Ｙから毎月基本給名目で一定額の金銭の支払を

受け，給料支払明細書も受領していたのであり，

しかも，Ｘは，Ｙの企画したアニメーション作

品等に使用するものとして本件全図画を創作し

たものであ」り，「Ｘの作業状況をみると，就業

に必要な作業場所，画材等はＹが調達し，Ｘが

Ｙの指示に従って図画を作成して」おり，「Ｘ

は，Ｙの指揮監督下において本件全図画作成等

の労務を提供していたものと認めることができ

る」。「ＹからＸに支給された金銭は，Ｘが創作

した図画の出来高とは無関係に毎月一定額が支

払われ，給与支払明細書が交付され，…Ｘが本

件全図画以外にＹのために作成した図画につい

てもＹに報酬を請求することはなかったことに

照らすと，ＸがＹに対して提供した労務の対価

であると認めるのが相当である」。以上によれば

「Ｘは，Ｙの指揮監督下で労務を提供し，その

対価として金銭の支払を受けていたものと認め

るのが相当であり，ＸとＹとの関係は，１回目

の来日後から雇用関係であったというべきであ」

り，「本件係争図画を含む本件全図画は，Ｙの業

務に従事していたＸが，その職務上作成したも

のということができる」。そして「本件係争図画

の作成はＹの発意に基づくものであり，かつ，

本件係争図画はＹが自己の著作の名義の下に公

表することが予定されていたものと認めるのが

相当であ」り，「著作権法15条１項の規定によ

り，その著作者はＹというべきである」と判示

されている。

.「法人等の業務従事者」要件については，法

人等（創作依頼者）と創作従事者との関係が純

然たる雇用契約の場合は当該要件の充足は明確

であるが，それ以外の請負契約等の場合におい

ては，個々の実態に照らして判断を行うことを

要する。この差戻後・控訴審判決では，当該著

作物の創作に当たっての指揮監督，当該業務以

外の業務指示権の有無，当該著作物の創作に要

する道具・機材の提供者，資金の負担者，報酬

の支払い方法（定期的な賃金），作業場所，従業

員としての福利厚生の供与（本件の場合は住宅

の提供），当事者の人的関係の存続期間（単発的

なものではなく，継続的なものであった）など

がその認定要素となっている。

結論において妥当なものであるが，この判示

では「１回目の来日後から雇用関係であったと

いうべきであ」るとされており，「雇用関係」と

解されるか否かを基準としているが，第15条の

業務従事者性をいかに捉えるかという観点から

論理が構成されるべきではないかと考える。

つまり，当事者間に雇用関係がある場合のい

わゆる従業員類型の創作活動の場合は，当該創

作従事者は「業務従事者」要件を基本的には充

足し得るものであり，他の「法人等の発意」や

「職務上作成」の要件の充足性を検証すること

により法人著作の成否を判断することとなる。

他方，当事者間に雇用関係がない場合のいわ

ば委任・請負類型の場合においては，当事者の

人的関係の存続期間の長さや，報酬の支払い方

法，福利厚生等の供与の有無，当該創作活動に

対する指揮監督の程度，資金・リスクの負担者，

法人等業務における当該創作活動の組織性や通

常業務性の程度，創作従事者の独立行為性の程

度，当事者の認識，社会的な評価の帰属主体な

ど多面的に考察した上で「業務従事者」要件の

充足性を検証する必要がある。同時に，「法人等

の発意」や「職務上作成」の要件の充足性を検

証する必要があるが，従業員類型に比してより

充足度の高さが求められるものと考えられる。

知 財 管 理 Vol.54 No.８ 2004

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



つまり，「法人等の発意」及び「職務上作成」

の要件の充足性について，当該創作活動に対す

る主導性と完成に至るまでの指揮監督性，当該

創作活動の具体的な成果が法人の要求や指示に

適合すべき度合などがより強く求められる。

. 法人等からの委任や請負により部外の者が

著作物を創作する場合，これらの受任者や請負

人には創作活動上の独立性が認められ，これら

の者が著作者になる場合が多いと考えられるが，

著作権及び著作者人格権の帰属主体という観点

からみて，法人等の通常の従業員と同等の創作

活動実態があると認められる場合において法人

等が著作者になり得るものと考えられる。

このような場合の著作権法第15条の適用に当

たっては，同条の各要素は相関性を有しており，

総合的に捉えることが求められる。

法人著作の成立要件である業務従事者性につ

いては，拙稿「法人著作の成立要件と業務従事

者の認定－「RGBアドベンチャー」事件をめぐ

る論点と課題－」（「コピライト」2004年４月号，

著作権情報センター）を参照されたい。

注 記

1) 判例時報1746号135～139頁

2) 東京地裁平成８年９月27日判決「四進レクチャー」

事件（判例時報1645号129～149頁），東京地裁平成

10年10月29日判決「スマップ・インタビュー記事」

事件（判例時報1658号166～177頁，判例タイムズ

988号271～284頁），東京地裁平成14年12月18日判

決「ゲームソフト・グリーン・グリーン」事件（判

例時報1825号107～116頁，判例タイムズ1129号

249～258頁）など。

3) 東京高裁平成16年１月30日判決，平成15(ネ)2088

号（控訴棄却），最高裁HP

（原稿受領日 2004年３月10日）
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